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本
法
律
案
は
、
高
齢
化
の
進
展
等
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
鑑
み
、
成
年
後
見
及
び
遺
言
の
制
度
を
国
民
が
よ
り
利
用
し
や 

す
く
す
る
等
の
観
点
か
ら
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

一
、
民
法
の
一
部
改
正

 

１　

後
見
及
び
保
佐
の
制
度
を
廃
止
し
、
事
理
弁
識
能
力
が
不
十
分
で
あ
る
者
全
て
を
補
助
の
制
度
の
対
象
と
す
る
。

２　

家
庭
裁
判
所
は
、
事
理
弁
識
能
力
を
欠
く
常
況
に
あ
る
者
の
た
め
、
そ
の
者
が
し
た
法
定
の
重
要
な
財
産
上
の
行
為
を

 

取
り
消
す
権
限
等
を
有
す
る
特
定
補
助
人
を
付
す
る
旨
の
審
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３　

家
庭
裁
判
所
は
、
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
補
助
の
制
度
に
係
る
各
審
判
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

４　

家
庭
裁
判
所
は
、
補
助
開
始
の
審
判
を
受
け
た
者
の
利
益
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
補
助
人
を
解
任
す
る
こ

 

と
が
で
き
る
。

５　

補
助
人
は
、
補
助
の
事
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
補
助
開
始
の
審
判
を
受
け
た
者
の
心
身
の
状
態
に
応
じ
て
、
適
切

 

な
方
法
に
よ
り
そ
の
事
務
に
関
す
る
意
向
を
把
握
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



二 

６　

普
通
の
方
式
の
遺
言
と
し
て
、
電
磁
的
記
録
等
に
よ
り
作
成
し
、
法
務
局
で
保
管
す
る
保
管
証
書
遺
言
を
創
設
す
る
。

７　

特
別
の
方
式
の
遺
言
の
う
ち
死
亡
危
急
時
遺
言
等
に
つ
い
て
、
遺
言
す
る
状
況
を
録
音
及
び
録
画
に
よ
り
記
録
す
る
こ

 
と
等
を
内
容
と
す
る
方
式
を
追
加
す
る
。

 

８　

自
筆
証
書
遺
言
等
に
お
け
る
遺
言
者
等
の
押
印
要
件
を
廃
止
す
る
。

二
、
任
意
後
見
契
約
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
し
、
家
庭
裁
判
所
は
、
明
ら
か
に
任
意
後
見
監
督
人
に
よ
る
監
督
の
必
要

が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
任
意
後
見
監
督
人
を
選
任
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
本
人
が
補
助
開
始

 

の
審
判
を
受
け
た
と
き
に
任
意
後
見
契
約
が
終
了
す
る
と
の
規
定
を
削
除
す
る
。

 

三
、
後
見
登
記
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
し
、
登
記
事
項
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
行
う
。

 

四
、
家
事
事
件
手
続
法
の
一
部
を
改
正
し
、
家
事
審
判
手
続
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
行
う
。

五
、
法
務
局
に
お
け
る
遺
言
書
の
保
管
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
し
、
保
管
証
書
遺
言
に
つ
い
て
、
保
管
、
閲
覧
、
証

 

明
等
の
手
続
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
原
則
と
し
て
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か

 

ら
施
行
す
る
。


